
配偶者控除 

はじめに 

 9月より与党で2017年度税制改正議論を開始す

るとニュースがあり、その中で「配偶者控除」を

はじめとする所得税の抜本的な見直しを行うと

されました。今回は、この見直しで議論される「配

偶者控除」について取り上げます。 

 

配偶者控除とは 

配偶者控除とは、控除対象の配偶者がいる納税

者が受けられる所得控除で、一般の控除対象額は

38 万円となっています。 

この控除対象の配偶者とは、次の 4つの要件に

当てはまる人を言います。 

①民法の規定による配偶者であること  

②納税者と生計を一にしていること  

③年間の合計所得金額が 38 万円以下であること 

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じ  

て一度も給与の支払を受けていないこと又は

白色申告者の事業専従者でないこと。 

 

配偶者控除を受けるために、「年収 103 万円以

内に抑えないといけない。」と言われるのは、③

の合計所得が 38 万円以下というので関係してい

ます。 

所得は、収入から必要経費を差し引いて求めま

す。給与収入の場合では、必要経費として給与所

得控除を原則 65 万円差し引くことができます。 

例えば給与が 103 万円だとすると、 

給与 103 万－給与所得控除 65万＝所得 38 万  

となり、所得が 38 万円以下になるため配偶者控

除の対象となります。 

所得が 38 万円を超えても、ある基準までは段

階的に控除できる「配偶者特別控除」という制度

もあります。 

 

配偶者控除は廃止？ 

 配偶者控除は専業主婦している配偶者がいる

納税者に一定の配慮をしてあげようという考え

から生まれたものでしたが、専業主婦だった女性

がパート労働に出るようになりました。そこで専

業主婦世帯とパート主婦世帯での「不公平感」が

強まり、さらに女性の社会進出促進のためにも、

配偶者控除の廃止が検討されることとなりまし

た。代替えとして夫婦世帯を対象とする「夫婦控

除」が検討されているようです。この控除は、配

偶者の収入に関わらず適用される見通しで、どの

ような働き方を選択しても同じ結果となる中立

的な制度になる模様です。 

 

おわりに 

 配偶者控除が廃止されるかは、まだ未定ですが、

廃止によっては、納税額が増え家計に負担がでる

ケースも考えられます。また、働き方も大きく変

わってくることも考えられます。今後の動向には

注目しておく必要があると思います。 
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